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正
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水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
�

規

程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
�

○
東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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�
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○
東
京
都
議
会
議
会
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
�

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
三
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
を
削
り
、
「
の
服
務
の
宣
誓
に

関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
か
ら
提
出
さ
れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
が
保
管
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

人
事
委
員
会
の
委
員
、
消
防
総
監
及
び
公
営
企
業
管
理
者

総
務
局
人
事
部
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二

前
号
に
掲
げ
る
職
の
者
以
外
の
職
員

所
属
の
局
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
住
宅
政
策
本

部
長
、
病
院
経
営
本
部
長
、
中
央
卸
売
市
場
長
、
収
用
委
員
会
事
務
局
長
及
び
労
働
委
員
会
事
務

局
長
を
含
む
。
）

第
一
条
の
条
名
を
削
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
四
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
、
「
又
は
支
庁
長
」
を
削
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
三
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
、
「
（
以
下
「
教
育
庁
」
と
い

う
。
）
」
、
「
（
以
下
「
教
育
事
務
所
」
と
い
う
。
）
」
、
「
（
以
下
「
出
張
所
」
と
い
う
。
）
」
及

び
「
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
」
を
削
り
、
「
の
服
務
の
宣
誓
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
」
を
「
か
ら
提
出
さ
れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
東
京
都
教
育
委
員
会
教
育
長
が
保
管
す
る

も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
四
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、
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同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
五
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画
室
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
一
の
項
中
「
東
京
都
立
荒
川
商
業
高
等
学
校

」
を

「
東
京
都
立
荒
川
商
業
高
等
学
校

東
京
都
立
小
台
橋
高
等
学
校

」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中

「
東
京
都
立
東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

」
を

「
東
京
都
立
東
久
留
米
特
別
支
援
学
校

東
京
都
立
立
川
学
園

」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

四

小
学
校

名

称

東
京
都
立
立
川
国
際
中
等
教
育
学
校
附
属
小
学
校

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画

室
に
関
す
る
規
程
別
表
四
の
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

訓

令
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
二
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
東
京

都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
及
び
「
。
以
下
「
職
員
」
と
い

う
」
を
削
り
、
「
の
服
務
の
宣
誓
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
か
ら
提

出
さ
れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
総
務
課
に
お
い
て
こ
れ
を
保
管
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
条
名
を
削
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
三
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和

二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

訓

令
（
人
）
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◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
人
事

委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

青

山

佾

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
及
び
「
。
以
下
「
職
員
」
と
い

う
」
を
削
り
、
「
の
服
務
の
宣
誓
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
か
ら

提
出
さ
れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
事
務
局
任
用
公
平
部
総
務
課
に
お
い
て
保
管
す
る
も
の
と
す
る
」
に

改
め
、
同
条
の
条
名
を
削
る
。

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

人
事
委
員
会
事
務
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都

人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

青

山

佾

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

訓

令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
六
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
監
査
委
員

訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
監
査
委
員

山

田

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

中

山

信

行

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
及
び
「
。
以
下
「
職
員
」
と
い

う
」
を
削
り
、
「
の
服
務
の
宣
誓
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
か
ら
提

出
さ
れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
総
務
課
に
お
い
て
こ
れ
を
保
管
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
条
名
を
削
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
七
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都

監
査
委
員
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
監
査
委
員

山

田

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

中

山

信

行

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
六
号

東
京
都
交
通
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。
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令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
交
通
局
規
程
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
を
削
り
、
「
以
下
「
職
員
」
と
い

う
。
）
の
服
務
の
宣
誓
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
）
か
ら
提
出
さ

れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
職
員
部
人
事
課
に
お
い
て
保
管
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
条
名

を
削
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
七
号

東
京
都
交
通
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
交
通
局
規
程

第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
一
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第

二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
を
削
り
、
「
の
服
務
の
宣
誓
に

関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
か
ら
提
出
さ
れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
管

理
者
が
任
免
に
関
し
知
事
の
同
意
を
要
す
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規

則
第
百
五
十
二
号
）
に
定
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
総
務
部
総
務
課
に
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、

職
員
部
人
事
課
に
保
管
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
二
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
水
道

局
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

規

程
（
下
水
）
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◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
五
号

東
京
都
下
水
道
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

東
京
都
下
水
道
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管

理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
及
び
「
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
」

を
削
り
、
「
の
服
務
の
宣
誓
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
か
ら
提
出

さ
れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
職
員
部
人
事
課
に
お
い
て
保
管
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
の
見

出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
下

水
道
局
管
理
規
程
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
四
号

東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令

第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
議
会
議
長

三

宅

し
げ
き

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
、
」
及
び
「
以
下
「
職
員
」
と
い

う
。
」
を
削
り
、
「
の
服
務
の
宣
誓
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
「
か

ら
提
出
さ
れ
た
服
務
の
宣
誓
書
は
、
管
理
部
総
務
課
に
お
い
て
保
管
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同

条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
五
号

東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都

議
会
議
長
訓
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
日

東
京
都
議
会
議
長

三

宅

し
げ
き

第
二
条
第
一
項
中
「
、
所
属
長
の
前
で
」
を
削
り
、
「
に
署
名
」
を
「
を
所
属
長
に
提
出
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
署
名
を
終
わ
っ
た
」
を
「
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。
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